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【新設】令和元年度「事業化促進助成金【専門家知見利用枠】」公募のご案内 

 ２０１９年８月１９日 

 

 

   

■対象事業 
 
事業化に向けた研究開発であって、かつ事業化の確度を高めるために、外部専門家からの指導・助言

を受ける事業 

 

■助成金概要 
 

申請者 

以下の全てを満たすこと。 

・県内に事業所を有する中小企業基本法(昭和 38年法律第 154号)第 2条に定義す

る中小企業者であり、かつ製造業を営む、又は営むことを予定している者。 

・助成事業の成果をもって新たな製品等の事業化を計画し、当該製品等の生産を

県内で予定している者。 

外部専門家 

県内企業の研究開発における技術的課題を解決するために必要な専門的かつ実践

的な知識、技術、技能等を有しており、以下の全てを満たすこと。 

・助成事業者内の関係者ではないこと。 

・助成事業者の取引先関係者ではないこと。 

・次に掲げるいずれかに該当すること。 

ア 研究開発の事業化促進に資するノウハウ・実績・資格(技術士等）があること。 

イ 会社の技術者として１０年以上の実務経験を有すること。 

ウ 技能等に関する指導・教育機関に所属し、指導、教育、研究に５年以上の 

経験を有すること。 

エ 研究開発における中小企業者の支援に３年以上の経験を有すること。 

事業期間 １年以内 助成率 １／２ 助成限度額 ２００万円 

助成対象経費 
専門家経費、構築物費、工具器具費、原材料費、外注費、技術導入費、人件費、

旅費、研究開発等委託費、市場調査費、産学連携研究費、運搬費、機械装置費 等 

審査会 申請の後、別途プレゼンテーションによる審査会がございます。 

特記事項 助成対象経費における割合に対して、条件設定がございます。 

 

■公募期間 
 
令和元年８月１６日（金）～令和元年９月２７日（金） １７時必着 

※審査会 令和元年１０月頃の予定 

 

※詳しくは 

https://www.joho-shimane.or.jp/org/new_business/technical-g/nb-sudsidy/senmonka まで 

島根県松江市北陵町１番地 ﾃｸﾉｱｰｸしまね 

公益財団法人しまね産業振興財団 

新事業支援課 担当：吉田・浅野 

連絡先：０８５２‐６０‐５１１２ 

e-mail：sat@joho-shimane.or.jp 


